
⼤⼭⼝⼩学校区のまちづくりの将来像︓『世代をこえて⽀え合う笑顔あふれるまち』 
 

協議会規約検討項⽬（抜粋） 
 

●名 称： 大山口小学校区まちづくり協議会 

 

●目 的： ○○なまちづくりを行う。 

 

●事 務 所： 大山口小学校に置く 

 

●区 域： 大山口小学校区全域 

 

●事 業： ○○に関する事業（取組分野+その他地域づくりに関し必要な事業） 

 

●構 成： 区域内に居住する住民及び区域内で活動する各種団体 

 

●組 織： 総会、役員会、部会（専門部会）など 

 

●役 員： 会長１名、副会長○名、事務局長１名、会計○名、監事○名 

 

●役員の職務： 各役員の担当する職務（＆任期） 

 

●運 営 委 員： （仮称）運営委員を置く or 置かない、置くなら誰（各部会から○名） 

 

●総 会： 役員、委員で構成する or いわゆるまち協委員全員 

 

●役 員 会： 会長、副会長、事務局長（、部会長）で構成など 

 

●部 会： 全く新規か３WG をベースに広報部会、総務部会などを作るか否か 

 

●財 源： 補助金及び寄付金その他  

 

●会 計 年 度： 毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる 

 

●監 査： 事業報告書、収支決算書、会計帳簿 

資料５ 


